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ダイレクト納付とは…
事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付
情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定し
た期日に納付することができる便利な電子納税の納付手段です。

徴収高計算書データの送信に電子証明書やICカードリーダライタ
は不要です。また、ダイレクト納付にも、電子証明書等は不要な
ので、源泉所得税を納めている方に、特におすすめです。

国税の納付は、
ダイレクト納付
をご利用ください

○インターネットを利用できるパソコンがあれば、簡単な手続で利用可能！
○インターネットバンキングの契約が不要！
○金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません!

○即時又は納付日を指定して納付することが可能！
○税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能！

スマホ・タブレット
でもOK!

簡単

便利

国税庁

ダイレクト納付を利用するにはダイレクト納付を利用するには

簡単・便利

利用者識別番号を取得する

ダイレクト納付利用届出書を提出する

利用可能金融機関は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください。

e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）から、「e-Taxの開始届出書」を
オンラインで提出し、利用者識別番号を取得してください（即時発行されます）。

「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」
（P3）に署名、押印の上、書面で税務署に提出してください。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、1か月程度かかります。

１

2

3

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある
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※個人の方は個人番号の記載は不要です。
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ダイレクト納付の利用方法ダイレクト納付の利用方法

ダイレクト納付を行う際には、預貯金口座の残高をご確認ください。

事前にe-Taxへのメールアドレスのご登録をお勧めします。※

「納付日を指定される方」を選択した場合は、指定した日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。

納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。

届出をした預貯金口座から振替が行われ、
即時に納付が完了します。

届出をした預貯金口座から指定した期日に
振替が行われ、納付が完了します。

（注）残高不足で納付が完了しなかった場合、必要な
　　　納税資金を入金いただいた上で、２の通知から
　　　再度ダイレクト納付を行うことが可能です。

e-Taxで電子申告等又は納付情報登録依頼を送信する

メッセージボックスに格納される通知を確認し、「ダイレクト納付」を選択する

「今すぐ納付される方」又は「納付日を指定される方」を選択する

納付状況を確認する

「今すぐ納付される方」を選択 「納付日を指定される方」を選択

※ダイレクト納付を利用する場合は、メッセージボックスに情報が格納された段階でメールでお知らせができるよう、　
　e-Taxへのメールアドレスのご登録をお勧めします。メールアドレスは、e-Taxの利用者情報登録から登録できます。
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